
だれの子ども被ばくさせない
ー原発と人権ー

あなたは避難を「権利」だと考えたことは、ありますか？

2026年6月27日（土）
第4回放射線防護の民主化フォーラム
未来への選択を郡山市から考える

森松明希子1



著書『母子避難、心の軌跡―家族で訴訟を決意するまで』(かもがわ出版・2013年)

福島県郡山市
↓

2011年5月

当時、
0歳と3歳の2児を連れ、
大阪市へ母子避難
（自力避難）

東電福島原発事故による

国内避難民（IDPs)
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強制避難と自主避難（区域外避難）
※どちらも国際社会からみれば「国内避難」

（国連の「国内避難に関する指導原則」参照）





国際社会ではすでに規範があります。
たったの30原則（すぐ読めます！）

国連の「国内避難に関する指導原則」
GPID : Guiding Principles on Internal Displacement

提言：この国連の指導原則の立法化
法の欠缺、制度、施策の不備をカバーできる。
すでに世界では立法化されている国もある。

私たち一人ひとりができることは、
この指導原則に「あてはめ」て、

「誰の」「どんな」「基本的人権」がおびやかされているのかを
具体的にかんがえてみる。→結果、すべての人の人権が尊重される。

◆重要◆加害責任とは別に、保護義務としての基本的人権に基づく保護・救済を政
府・避難元・避難先自治体は行わなければならない。
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「誰の」「どんな」「基本的人権」がおびやかされているのかを
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【目次】

第８章 逃げることは権利だ！ 
８-１ あなたは「専門家」？

８-２ 問題の本質は何か？
８-３ 問題の本質を見るということ
８-4 原子力災害に直面したときの問題の本質
８-５ 水をかけてもダメでしょ

８-６ 福島原発事故で侵害された利益と避難の正当性
８-７ 憲法前文ー平和のうちに生きる権利（平和的生存権）
８-８ 憲法13条と21条ー尊厳と自由
８-９ 「被ばくからの自由」の具体的権利内容

８-10 憲法25条ー健康で文化的な最低限度の生活って何ですか？
８-11 憲法14条ー命は平等に守られていますか？
８-12 初期被ばくと「持続的被ばく」の理論
８-13「被ばくからの自由」の二つの側面
８-14 国際社会からみた３・１１避難者

第９章 ある日、突然国連へ
９-１ なぜ私は国連でスピーチすることが出来たのか

９-２ つながりと日々の地道な発信
９-３ 国連人権理事会でのスピーチが意味するもの
＊37回人権理事会本会議 森松明希子スピーチ
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日本国憲法 前文第2項の最後
われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、

平和のうちに生存する権利を有するこ
とを確認する。

↑

これが平和的生存権の規定です



2018年3月19日
国連人権理事会でのスピーチ直後の

インタビュー＠NHK
国連人権理事会イメージ写真

実際のインタビューの様子



2017年

グリーンピース
まとめより

第３回UPR勧告

13

国連の国内強制移動に関する指導原則（国内避難に関する指導原則）
GPID : Guiding Principles on Internal Displacement 



「放射線被ばくから免れ健康を享受する権利
」

つまり

健康に生きる権利
生命・健康に対する自己決定権

健康に対する権利

原発事故で侵害された法益



2021年2月18日＠毎日新聞 毎日新聞デジタル版

「被ばくからの自由」が
新聞の見出しに‼



◆ 絶対的被ばく拒否権

◆ 選択的被ばく回避権
・広義の被ばく回避権と狭義の被ばく回避権
・積極的被ばく防護権と消極的被ばく拒否権

◆ 被ばく情報コントロール権
・広義
・狭義

。 被ばくからの自由（「避難の権利」含む）



◆憲法前文「恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利」
(いわゆる平和的生存権)

◆憲法１３条「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」
(いわゆる幸福追求権)

◆憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
(いわゆる生存権）

◆国際人権法など

根拠となる条文



狭義の被ばく回避権
積極的被ばく防護権の行使

原発事故から避難をした人だけの
正当性を主張するものではない

↓

全ての人の生命・健康に対する根本的な権利

「避難の権利」とは



基本的人権の中でも
人の生命・健康に関わる最も重大な権利

主体的（能動的）な権利であると同時に
請求権的（受益権的）側面を併せ持つ

被ばくからの自由（「避難の権利」含む）



2022年5月26日 NHK NEW SWEB より
@311子ども甲状腺がん裁判の報道





https://www.jnpc.or.jp/archive/conferences/36392/report

• 初期考察のまとめでは
「IDPs（避難民）は、
強制避難か自主避難か
を問わず全員が国内避
難民であり、他の日本
国民と同等の権利権限
を有する。」と明記

◆福島原発事故
における国内避
難民の人権

◆避難中の 
IDPs の権利

https://www.jnpc.or.jp/archive/conferences/36392/report
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あなたは「避難者」になれますか？
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【目次】

第11章 言論の封じ方
11-１ 助成金ーお金のはなし
11-２ 「お金もらってやってるんでしょ」
11-３ 「賠償金もらってるから」
11-４ 権利を勝ち取るという不断の努力
11-５ 分断を乗り越えるー安定ヨウ素剤の例
11-６ 不幸自慢の行き着く先ー「ふるさと論」による分断
11-７ 権利に名前をつけたいわけじゃない
11-８「権利」は裁判官が決めるもの？
11-９「ママだから」という言葉
11-10 住宅無償提供打ち切り問題も人権侵害
11-11 「もっと大変な人がいるから」は権利を手放す理由にはならない
11-12 我慢は美徳なのか
11-13「フレコンの 前で子育て わたし無理」
11-14 命を守る



☆自由な言論の場（安心して語れる場）が必要
タブーをのりこえる、理解されないどころか攻撃（口撃）されたら誰も語れない
→「隠れ避難」「隠れ避難民」となる

☆言論を萎縮させる言葉
・いつまで避難者やってるの？
・○○よりたいへんな人がいる。あなたはまだマシ（謎の不幸自慢・不幸比べ）
・「放射能」「汚染」「被ばく」って言わないで！（言論にフタ）
・福島出身じゃないから避難できるのよね？（避難元を捨てたと決めつけ）
・福島出身じゃないのに福島を語らないで！（出身地差別）
・原発から何キロメートルのところに住んでたの？（距離マウント）
・国（県）相手に訴える（裁判）なんて政治的。就職に不利になる（人権意識の欠如）
・人権って言ったら補助金（助成金）減らされる‼（誤った人権の理解）
・その他ー【言い換え話法】よる被害の矮小化・責任転嫁

☆名言・教訓
・放射能は県境では止まらない・原発問題は人権問題・放射能てんでんこ
・毎日が避難するという「決断」の連続
・「避難の権利」「無用な被ばくを避ける権利」「被ばくからの自由」
・避難者の存在とフレコンバッグは被害の見える化
・原子力災害（核災害）の被害の本質は被ばく
・被ばくするかしないかは私が決める
・避難当事者こそが避難の「専門家」
・風評ではなく実害
・避難を非難する社会で良いのでしょうか？



復興再生土

2025年12月19日更新＠森松明希子
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市民放射能測定データサイト みんなのデータサイト https://minnanods.net/  より

https://minnanods.net/


2020年8月27日公害被害者総行動
小泉環境大臣への被害の訴え
＠環境省（東京・霞が関）

（朝日新聞・青木美希記者
Twitterより）



神戸新聞・大阪日日新聞
2021年1月31日

※2011年3.11から10年も経過しているのに！







【目次】

第10章 自分の頭で考えることが最高の危機管理
10-１ 国会に声を届けたい
＊参議院 東日本大震災復興特別委員会 参考人 意見陳述 

10-２ 二重住民票
10-３ 予防原則
10-４「かわいそうな人」ではない
10-５ 大臣発言
10-６「命を守る訓練」とは？
10-７ 憲法を盾にーコスタリカの実践に触れて
10-８ 権利主張を忌み嫌う国民性？
10-９ リスクコミュニケーションという横文字
10-10 人権問題として捉えていないと簡単に言論は封じられる
10-11 避難者の会を立ち上げた理由



最後までお聞き下さり、
ありがとうございました。

東日本大震災避難者の会 Thanks ＆ Dream（サンドリ）代表
原発賠償関西訴訟原告団代表

原発被害者訴訟原告団全国連絡会共同代表
福島→大阪・２児を連れて国内避難中

森松明希子
34



（参考資料）



東電福島原発事故
による

国内避難民（
IDP)

『災害からの命の守り方ー私が避難で
きたわけー』
（文芸社・2021年1月）

避難の権利（健康を享受する権利）を行使した
人々の証言集

36





2022年6月3日東京新聞WEBより

国連の正式名称は「国内避難民の人権に関する特別報告者」
（Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced 

Persons）



「自主避難者を非難する風潮もあり、被災者間で分断が深まっている」
「放射性物質は行政区画と関係なく広がる。

避難が『強制』か『自主』かを市町村単位で区切ることは理不尽だ」
「逃げる権利があり、行政には避難者を保護する義務があるはず」

「いつか防災や災害救助の道に進んだ時、
当事者の声に耳を傾ける人に なってほしい」

※新聞紙面に ＃国内避難民 という言葉が載った
ことは、一歩前進。

国連の ＃国内避難に関する指導原則 の内容をも
っと多くの人が知ってほしいと私は思うのです。

※私は避難した人たちだけの正当性を訴えているの
ではありません。＃避難の権利 とは #放射線被ばく
から免れ健康を享受する権利 のことです。今こそ 
#被ばくからの自由 を確立すべきときなのです。

#普遍性 #基本的人権 #福島原発事故

2021年2月4日舞子高校での特別授業
＠神戸新聞



国際社会ではすでに規範があります。
たったの30原則（すぐ読めます！）

国連の「国内避難に関する指導原則」
GPID : Guiding Principles on Internal Displacement

提言：この国連の指導原則の立法化
法の欠缺、制度、施策の不備をカバーできる。
すでに世界では立法化されている国もある。

私たち一人ひとりができることは、
この指導原則に「あてはめ」て、

「誰の」「どんな」「基本的人権」がおびやかされているのかを
具体的にかんがえてみる。→結果、すべての人の人権が尊重される。

◆重要◆加害責任とは別に、保護義務としての基本的人権に基づく保護・救済を政
府・避難元・避難先自治体は行わなければならない。



第196回 参議院 東日本大震災復興特別委員会 
2018年（平成30年）7月11日

「立法化をお願いしたい」「住民票問題」他提言



「放射線被ばくから免れ健康を享受する権利
」
つまり

健康に生きる権利
生命・健康に対する自己決定権

健康に対する権利

原発事故で侵害された法益



◆ 絶対的被ばく拒否権

◆ 選択的被ばく回避権
・広義の被ばく回避権と狭義の被ばく回避権
・積極的被ばく防護権と消極的被ばく拒否権

◆ 被ばく情報コントロール権
・広義
・狭義

。 被ばくからの自由（「避難の権利」含む）



◆憲法前文「恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利」
(いわゆる平和的生存権)

◆憲法１３条「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」
(いわゆる幸福追求権)

◆憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
(いわゆる生存権）

◆国際人権法など

根拠となる条文



日本国憲法 前文第2項の最後
われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、

平和のうちに生存する権利を有するこ
とを確認する。

↑

これが平和的生存権の規定です



狭義の被ばく回避権
積極的被ばく防護権の行使

原発事故から避難をした人だけの

正当性を主張するものではない

↓

全ての人の生命・健康に対する根本的な権利

「避難の権利」とは



基本的人権の中でも
人の生命・健康に関わる最も重大な権利

主体的（能動的）な権利であると同時に
請求権的（受益権的）側面を併せ持つ

被ばくからの自由（「避難の権利」含む）



福島原発事故の被害者の
人権保護についての国連の勧告

第2回UPR勧告(オーストリア)
グローバー勧告
社会権規約委員会
自由権規約委員会
女性差別撤廃委員会
第3回UPR勧告(4か国)
子どもの権利委員会 48



2017年

グリーンピース
まとめより

第３回UPR勧告

49

国連の国内強制移動に関する指導原則（国内避難に関する指導原則）
GPID : Guiding Principles on Internal Displacement 



神戸新聞・大阪日日新聞
2021年1月31日

※2011年3.11から10年も経過しているのに！



避難者数問題【ノーカウント戦法】



わかな十五歳 中学生の瞳に映った3.11＠わかな 2021

いないことにされる私たち＠青木美希2021朝日新聞出版



【目次】

第７章 守られない子どもたちー「原発いじ
め」の正体
７-１ みんなちがってみんないい
７-２ おうちが二つ
７-３ 心が壊れる―アイデンティティの喪失
７-４ ローマ法王に救いを求めた17歳の少年
７-５ あのとき たくさん死んだから
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2022年6月17日
生業・千葉・群馬・愛媛

最高裁判決
国の責任 認めず

三浦守裁判官
たったひとりだけの

反対意見
国の責任 あり



加害責任とは別に、
保護義務としての基本的人権に基づく保護・救済を

政府・避難元・避難先自治体は行わなければならない
。 58

◆国際人権法や国連の指
導原則では公権力の保護
義務が明示されている。

◆国連のグローバー勧告で
も「健康に対する権利」を
保障するよう具体的に
勧告が出されている。



『季節』2022年9月11日号 76〜79頁





パリ原則に一致する国内人権機関が日本では未設置である



日弁連パンフレットより

パリ原則に一致する国内人権機関が日本では未設置である























だれの子どもも被ばくさせない
〜「被ばくからの自由」と「避難の権利」〜

あなたは避難を「権利」だと考えたことは、ありますか？

２０２５年１０月２６日
経済理論学会第73回大会＠名古屋大学
問題別分科会：オルタナティブ社会Ⅲ

森松明希子
73



福島原子力惨禍から15年
だれの子ども被ばくさせない
〜「被ばくからの自由」と「避難の権利」〜

あなたは避難を「権利」だと考えたことは、ありますか？

２０２６年
原発賠償関西訴訟原告団代表

東日本大震災避難者の会 THANKS ＆ DREAM（サンドリ）代表

森松明希子74


